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地球環境保全業務の対象事業の考え方 

 
地球環境保全業務（通称：GREEN）の対象事業は、原則として、以下の主要

確認事項に基づき、決定する。 

 
＜主要確認事項＞ 
1. 地球環境保全に対する当該国の政策等 

（1） 当該国の温室効果ガス排出量削減政策 
（2） プロジェクトの属するセクターにおける取り組み 
（3） 特に重要、ないし緊急を要すると認められる取り組み 

 
2. プロジェクトにおいて導入される技術の評価 

（1） 「対象事業・技術リスト」（別添）との整合性。 
（2） 先進性（「クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシッ

プ（APP）」や国際エネルギー機関（IEA）等における位置付け） 
（3） 妥当性（当該国における普及技術の平均的水準及び利用可能な燃料等

の制約も考慮） 
（4） 当該国において期待される効果（技術普及等） 

 
3. プロジェクトの地球環境保全効果 

期待される温室効果ガス排出量削減効果 
以 上 
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別添 

対象事業・技術リスト 

 
 

  2/2 


